
大阪市消費者保護審議会委員公募要領 

 

（趣  旨） 

第１条 この要領は、大阪市消費者保護条例（昭和５１年大阪市条例第３２号）第３３条 

 第４項に掲げる消費者のうち、公募による委員について、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（応募の資格） 

第２条 公募による委員（以下「公募委員」という。）に応募しようとする者（以下「応

募者」という。）は、次の条件を満たす者とする。 

（１）本市に居住している者 

（２）本市職員でない者 

 

（公募委員数） 

第３条 公募委員数は、２名以内とする。 

 

（公募委員の募集方法） 

第４条 公募委員の募集にあたっては、本市ホームページ等で広く周知する。 

２ 応募者には、消費生活の安定及び向上に関する小論文等の提出を求める。 

 

（選考委員会の開催） 

第５条 公募委員の選考にあたっては、選考委員会を開催する。 

２ 選考委員会は、学識経験者等をもって構成する。 

３ 選考委員会に、選考委員長をおく。 

４ 選考委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

５ 選考委員会の会議は、選考委員長が招集する。 

６ 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

７ 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、選考委員長の決

するところによる。 

８ 選考委員会の庶務は、消費者センターにおいて処理する。 

 

（公募委員の選考） 

第６条 公募委員の選考にあたっては、第４条第２項の規定により提出された小論

文等により判断する。 

ただし、選考委員会が必要と認める場合は、面接を行うことができるものとす

る。 

 

（選考結果の通知） 

第７条 選考の結果については、応募者本人に対して通知するものとする。 



(資格の喪失) 

第８条 公募委員に次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該公募委員は解嘱されるも

のとする。 

（１）第２条の各号に掲げる要件に該当しなくなったとき 

（２）応募内容の記述に、悪質かつ重要な虚偽事項が発覚したとき 

（３）辞退の申出があったとき 

 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項

は、選考委員長が定める。 

 

附  則 

この要領は平成１６年５月１日から施行する。 

この要領は平成１８年７月１日から施行する。 

この要領は平成２０年２月２１日から施行する。 

この要領は平成２０年５月１５日から施行する。 

この要領は平成２２年４月１日から施行する。 

この要領は平成２６年４月１日から施行する。 

この改正規定は平成３０年５月１０日から施行する。 

 


